
1 
 

相模原市立環境情報センター運営事業サウンディング型市場調査実施要領 

 

１ サウンディング型市場調査の実施にあたって 

 「サウンディング型市場調査」（以下「調査」という。）とは、市が予定している事業の

検討にあたって、民間事業者（企業・NPO 法人等）から広く意見・提案を求め、市場性の

有無や民間のアイデア等を把握するために実施する調査です。 

 令和 3 年度の現指定管理者の期間満了を見据え、今後の相模原市立環境情報センターの

施設及び事業の管理・運営について民間事業者の皆様からご意見を伺い、当該施設の市民

サービスの向上に役立てたいと考えておりますので、是非ご参加くださいますようお願い

いたします。 

 

２ 調査の対象 

事業名等 相模原市立環境情報センター運営事業 

概 要 

環境情報センター条例に基づき、環境の保全及び創造に関する学習の推進

並びに市民等が自主的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進を図

るための施設（衛生研究所と併設） 

（所在地）相模原市中央区富士見１丁目３番４１号 

（敷地面積）２，３９３．２９㎡（衛生研究所部分を含む。） 

（延床面積）２，９１６．５２㎡（衛生研究所部分を含む。） 

５９６．５６㎡（環境情報センター部分） 

（施設概要）鉄筋コンクリート造 地上２階 

（主な施設）環境情報コーナー、エコギャラリー、学習室、活動室 

（開所時間）午前９時から午後１０時まで 

（業務開始時間は午前８時３０分から） 

ただし、指定管理者は、条例に基づくところにより開所時間を変更する

こともできます。 

（休所日）１２月２９日から翌年の１月３日まで 

ただし、指定管理者は、条例に基づくところにより、市長の承認を得て

開所日を休所日とすることができます。 

また、指定管理者は、市長の承認を得て休所日を開所日とすることもで

きます。 

対話内容 

（主なもの） 

（１）施設の設置目的の達成に向けた取組について、ご意見をお聞かせく

ださい。 

（２）施設の効果的な活用方法について、ご意見をお聞かせください。 

（３）施設の運営形態について、ご意見をお聞かせください。 

対象者 事業主体となる可能性がある団体またはそれらを構成員とするグループ 

※詳細については、次ページ以降をご確認ください。 
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３ 実施スケジュール 

内   容 実 施 時 期 

対話実施の公表 令和元年８月２６日（月） 

事前説明会の開催 令和元年９月１１日（水）１４時 ～ １６時 

対話参加の申込み 
令和元年９月１１日（水） ～ 

 令和元年９月２５日（水） 

資料提出 対話実施日の５営業日前まで 

対話の実施 

令和元年１０月９日（水） ～ 

 令和元年１０月１６日（水） 

 ※各日９時～17 時の間を予定 

結果の公表 令和元年１２月上旬（予定） 

 

４ 対話までの流れ 

（１）事前説明会の開催 

  事業概要及び対話の趣旨について、事前の説明会を開催いたします。 

  参加を希望される方は、別紙１「事前説明会参加申込書」に必要事項を記載し E メー

ルに添付の上、期日までに下記宛先へお申し込みください。 

  ※事前説明会への出席は対話参加の必須条件ではありません。 

【日  時】令和元年９月１１日（水） １４時から１６時まで 

【場  所】相模原市職員研修所 中研修室  

（相模原市中央区富士見 6-6-23 けやき会館 2 階） 

【申込期限】令和元年９月６日（金） １７時まで 

【申 込 先】相模原市環境政策課 kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

（２）対話参加の申込み 

  別紙２「エントリーシート」に必要事項を記載し E メールに添付の上、期日までに上

記申込先へお申込みください。 

【申込期限】令和元年９月２５日（水） １７時まで 

（３）資料提出 

  任意様式により提案内容に関する資料をご作成いただき、E メールに添付の上、期日ま

でに上記申込先へご提出ください。 

【申込期限】対話実施日の５営業日前までとします。 

（４）対話の実施 

  知的財産保護の観点から、対話は個別に実施いたします。 

【日  時】令和元年１０月９日（水）から１６日（水）までの期間で、３０分から１

時間程度。（対話参加の申込み後、別途調整いたします。） 

【場  所】相模原市役所本庁舎内の会議室を予定しております。 

 【実施方法・対話内容等】 「６ 対話内容」以降をご確認ください。 

 

mailto:kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp
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５ 実施事業の概要 

（１）事業名 

相模原市立環境情報センター運営事業 

（２）実施事業の管理運営方法等に係る市の考え方 

  ア 事業目的・方針 

環境情報センターは、平成１８年４月に環境の保全及び創造に関する学習の推進

並びに市民、事業者又はこれらのものの組織する団体が自主的に行う環境の保全及

び創造に関する活動の促進を図るための拠点として設置された施設です。 

イ 現在の状況 

    当該施設は、講座等の開催が可能な学習室・活動室や環境情報を発信するエコギ

ャラリー等が設置されており、環境学習事業の実施や環境情報の発信を行っており

ます。施設の運営は、平成 21 年より指定管理者制度により行われており、主な事業

として自然環境観察員制度の運営及び環境学習事業を実施しています。 

  ウ 課題について 

    当該施設では、活動室・学習室の貸館業務を行っておりますが、貸館率が約３０

パーセントと低くなっております。また、環境講座について、成人対象の講座につ

いては、講座目標人数に達成しておらず、更なる環境意識の向上に資する取り組み

等が求められております。 

  エ 今後の方向性について 

 市民サービスの向上、来場者数の増加など、当該施設の活性化を図るために、よ

りよい活用方法を取り入れたいと考えております。 

  オ 予定している事業手法 

    指定管理者制度を予定しておりますが、効果的な手法があれば、事業委託等も視

野に入れ検討を行って参ります。    

（３）前提条件 

ア 事業スキーム 

・指定管理期間：３～５年 

・施設管理経費：約２４,２３０千円（平成３０年実績） 

イ 事業スケジュール案 

   ・令和元年度 サウンディング調査 

・令和３年度 事業者選定 

   ・令和４年度 事業開始 

６ 対話内容 

  主に次の項目について、ご意見・ご提案をお願いいたします。自らが事業の主体とな

ることを前提とし、実現可能なご意見・ご提案をお願いいたします。 

  対話の際には、事前にご提出いただいた資料に沿ってご説明をお願いいたします。そ

の後、市側から質問をさせていただく形式で対話を実施いたします。 

  また、必要に応じて、対話実施後に追加対話（書面による対話を含む。）等を実施させ

ていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。 
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【主な対話項目】 

項目 内容 様式 

１ 施設の設置目的の達成

に向けた取組について 

（１）環境を守る担い手を育成するための、環

境学習・教育の取組について、ご提案があ

ればお聞かせください。 

（２）地域で活動する環境団体との新たな連携

方法について、ご提案があればお聞かせく

ださい。 

（３）環境情報の効果的な収集及び発信方法に

ついて、ご提案があればお聞かせくださ

い。 

指定なし 

２ 施設の効果的な活用方

法について 

（１）エコギャラリー等のフリースペースの効

果的な活用方法について、ご提案があれば

お聞かせください。 

（２）貸室の有効活用方法（空室を解消するた

めの手法等）について、ご提案があればお

聞かせください。 

（３）その他、環境保全施設としての強み等、

アピールできる内容について、ご提案があ

ればお聞かせください。 

指定なし 

３ 施設の運営形態につい  

 て 

（１）指定管理者制度での枠組みにおける運営

形態について、ご意見をお聞かせくださ

い。 

（２）事業委託等、指定管理者制度以外での枠

組みにおける運営形態について、ご意見を

お聞かせください。 

（３）想定される施設運営に係るコストについ

て、ご意見をお聞かせください。 

※（１）と（２）はどちらかでも可 

指定なし 

 

７ 留意事項 

（１）対話及び対話内容の取扱いについて 

  対話への参加実績は、事業者公募における評価の対象となりません。 

対話内容は、今後の検討の参考とさせていただきます。但し、双方の発言とも、あく

までも対話時点での想定のものとし、何らの約束をするものではないことをご了承くだ

さい。 

（２）対話に関する費用の負担について 

  対話参加に要する費用は、提案者の負担とします。 
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（３）実施結果の公表について 

  対話の実施結果については、概要をホームページ等で公表いたします。 

  公表にあたっては、提案者の名称及び知的財産に係る内容は原則として公表いたしま

せん。また、公表内容を提案者に対し事前に確認を行います。 

  ※「相模原市情報公開条例」その他関係法令の規定に従い、情報公開の対象となる場

合があります。 

（４）参加除外条件について 

  次のいずれかに該当する場合は、対話に参加することはできません。 

 ア 相模原市暴力団排除条例（平成 23 年 12 月 26 日条例第 31 号）第 2 条第 4 号に

規定する暴力団員等、同条第 5 号に規定する暴力団経営支配法人等又は第 7 条に規定

する暴力団員等と密接な関係を有する（法人その他の団体にあっては、その役員（業

務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等と密

接な関係を有する）と認められる者 

 イ 神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号）第 23 条第 1 項又は

同条第 2 項に違反している事実がある者 

  

８ 参考資料 

（１） 相模原市環境情報センター H２８年度指定管理者選考要項 

（２） 環境情報センター収支決算書（H29、H30） 

（３） 環境情報センター事業報告書（H29、H30） 

 

９ 問い合わせ先 

連 絡 先：相模原市環境経済局環境共生部環境政策課 環境政策班 

所 在 地：相模原市中央区中央 2 丁目 11 番 15 号 

電話番号：042-769-8240 

F A X：042-754-1064 

E-m a i l：kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

mailto:kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp
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（別紙１） 

事 前 説 明 会 参 加 申 込 書 

 

団体名（法人名・個人名）  

構成員名 

（単独での申込みの場合は、記

載不要です。） 

 

代表者名  

所在地  

対話担当者 

氏名  

所属等  

電話番号  

メールアドレス  

【任意項目】 

事前説明会において特に確認し

たいこと・質問したいこと 

（説明内容の参考とさせていた

だきます。） 

 

 

【日  時】令和元年９月１１日（水） 

１４時から１６時まで 

 

【場  所】相模原市職員研修所  

中研修室 

（相模原市中央区富士見 

6-6-23 けやき会館 2 階） 

 

【アクセス】JR 相模原駅から 

      徒歩約２０分、 

または、バス乗車約５分 

 

【連 絡 先】042-769-8240 

     （環境政策課直通） 

 会場周辺の地図 
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（別紙２） 

エ ン ト リ ー シ ー ト 

 

団体名（法人名・個人名）  

構成員名 

（単独での申込みの場合は、記

載不要です。） 

 

代表者名  

所在地  

対話担当者 

氏名  

所属等  

電話番号  

メールアドレス  

対話の実施期間は、令和元年１０月９日（水）から令和元年１０月１６日（水）を予定しておりま

す。対話が可能な日程を、第 1 希望から第５希望までご記載ください。 

「午前」とは 9：00～12：00 を、「午後」とは 13：00～17：00 を指します。 

対話希望日時 

第 1 希望   月  日（ ） 午前 午後 いずれも可 

第 2 希望   月  日（ ） 午前 午後 いずれも可 

第 3 希望   月  日（ ） 午前 午後 いずれも可 

第 4 希望   月  日（ ） 午前 午後 いずれも可 

第 5 希望   月  日（ ） 午前 午後 いずれも可 

対話参加予定者氏名 所属団体名、所属、役職等 

  

  

  

  

  

 


